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■汚水処理人口普及率について

・本市では、汚水処理人口普及率が 70.6％（令和6年度末）と県平均
85.8％や全国平均 93.8％ と比べ低く、今後も普及率向上を図っていく
必要があります。

■一般家庭の生活排水について

・川の汚れ等は、一般家庭の生活排水（特に台所から出る汚れ）が原因とな
ります。

⇒単独処理浄化槽、汲み取り槽から 下水道への接続や合併処理浄化槽へ
の転換を進めていく必要があります。

Ⅰ．前回までのおさらい事項
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■本市の汚水処理人口普及率（70.6％ 県内27位）

５



■一般家庭の生活排水

川の汚れなどは、私たちの生活から出る汚れた水が主な原因です。

中でも台所から出る汚れが最も多くなっています。

生活排水が河川や湖沼、海の水を

汚してしまいます。

※BOD（生物化学的酸素要求量） とは

Biochemical Oxygen Demand の略称です。

河川水や工場排水中の汚染物質（有機物）が微生物に

よって無機化あるいはガス化されるときに必要とされ

る酸素量のことです。単位は一般的にmg/L で表わし

ます。この数値が大きくなれば、水質が汚濁している

ことを意味します。
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※

資料：環境省HPデータより

し尿 台所 風呂、洗濯、洗面、その他

ＢＯＤ
１人あたり

40g/日

13g
32.5%

18g
45.0%

9g
22.5%

生活雑排水
27g

67.5%



下水道は、主に市街地の汚水（おすい）および雨水（うすい）を暗
渠などで集めたのち公共用水域へ排出するための施設・設備の集
合体であり、多くは浄化などの水処理を行います。
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■単独公共下水道と流域関連公共下水道
公共下水道には、市が事業主体となって終末処理場を管理する単独公共

下水道（本市では伊勢崎処理区）と、都道府県が管理する終末処理場に下
水を流す流域関連公共下水道（本市では佐波処理区）があります。また、
流域下水道とは、都道府県が幹線管渠、ポンプ場、終末処理場等の基幹施
設を設置・管理するものです。

■終末処理場
伊勢崎浄化センター（市設置）と

平塚水質浄化センター（県設置、市運営）の２箇所あります。

・伊勢崎浄化センター（単独公共_茂呂南町）

S52年度

供用開始

・平塚水質浄化センター（流域関連_境平塚）

H20年度

供用開始
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凡例

記号 名称

公共下水道(単独・流域関連)
見直し案

農業集落排水事業

市設置型浄化槽

下水道整備済区域
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凡例

記号 名称

公共下水道(単独・流域関連)
見直し案

農業集落排水事業

市設置型浄化槽

下水道整備済区域
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１．背景：下水道事業を取り巻く環境は、人口減少等に伴う使用料収入の減少や
施設の老朽化に伴う更新需要の増加等により、経営状況の厳しさが
増している。
下水道普及拡大に合わせ財政負担のあり方について、抜本的な見直し
その実行が不可欠。

２．目的：中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、事業の効率化、
経営の健全化により経営基盤の強化を図るとともに、最新の社会経済
状況の動向や地方公営企業法の適用に対応し、将来にわたって安定的
に事業を継続するため、経営戦略を改定。

３．期間：令和５（2023）年度から令和１４（2032）年度までの１０年間

経営戦略策定の趣旨
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経営戦略の基本方針

１2

〔施策の基本方針〕

１．適切な生活排水処理の推進

２．汚水処理の適切な機能継続と維持管理の実施

３．雨水対策事業の実施

４．持続可能な事業運営の実現



１．適切な生活排水処理の推進

汚水処理人口普及率の向上のため、人口密度の高い市街化区域の管渠整備

へ集中的な投資を実施

２．汚水処理の適切な機能継続と維持管理の実施

老朽施設の補修、更新のため、ストックマネジメント計画に基づく最適化

した投資を実施

３．雨水対策事業の実施

緊急性の高い地域から計画的な整備実施

現行の公共下水道事業経営戦略における投資の基本方針・事業内容
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１適切な生活排水処理の推進

汚水処理人口普及率の向上のため、人口密度の高い市街化区域の

管渠整備へ集中的な投資を実施
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（１）下水道普及拡大（汚水管整備事業）

（２）流域下水道建設負担金（普及拡大)

及び、合併浄化槽への転換と普及促進

※汚水処理人口普及率には農業集落排水や合併浄化槽
の普及率を含みます。

※本事業費には農業集落排水の公共下水道への一部編
入に伴う費用も含んでいます。



新ストックマネジメント計画は、本市における持続可能な下水道事業を目指し、施設更新に
係る費用を低減することを目的とする。
ストックマネジメントの実施にあたっては、下水道施設のリスク評価を踏まえ、施設管理の

目標および長期的な改築事業のシナリオを緊急度の高いもの（※）から設定し、点検・調査計
画及び修繕・改築計画を策定・実施することにより、ストックマネジメントの導入効果を最大
限発揮するものとする。

（※）水処理Ａ１系
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伊勢崎浄化センター耐震化

９施設中４施設耐震化済み（Ｒ7） ⇒ 新ストマネ計画：９施設中５施設耐震化予定（Ｒ１２）
残り４施設はＲ7年度に耐震化診断実施

２汚水処理の適切な機能継続と維持管理の実施

老朽施設の補修、更新のため、ストックマネジメント計画に基づく最適化

した投資を実施



３雨水対策事業の実施 公費負担

気象変動に伴う豪雨災害の多発傾向を受けて、浸水被害想定地区に対して

計画的に雨水対策を実施しています。

16三室町地内（あずま南小学校付近）

浸水対策工事一例
（BOX 1100×1100）

大正寺町地内（吉原川排水樋門）

粕川町地内
（山崎製パン付近）

【浸水状況一例等】



■主要な施設整備事業

（１）下水道普及拡大 97.5億円⇒ 97.5億円/10年 ±0.0億円

（汚水管整備事業）

（２）流域下水道建設負担金 34.5億円⇒ 18.3億円/10年 △16.2億円

(普及拡大) 

（３）既存設備の更新 21.9億円⇒ 45.7億円/10年 ＋23.8億円

(ストックマネジメント事業)

（４）雨水対策の実施 20.1億円⇒ 23.4億円/10年 ＋ 3.3億円

（雨水排水管等整備)

（５）その他（用地費等) 0.3億円⇒   0.1億円/10年 △0.2億円

合計 174.3億円⇒185.0億円/10年 ＋10.7億円
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■財政収支シミュレーションの実施

・投資を進めていくにあたり、その財源をどのように確保していくかが重要な課題であ
り、下水道事業が将来にわたって継続して運営していけるために必要な条件を検討す
るため、以下のとおり財政収支シミュレーションを実施しました。

■主なシミュレーション条件について

（１）投資・財政計画の検討期間

・下水道事業においては、令和５年度から令和１４年度まで投資・財政計画を基に事業を
推進しており、今回は、令和５年度から令和６年度までの実績、７年度の見込を踏まえ、
同期間における今後の令和9年度から～14年度までの計画見直しについて検討して頂
きます。

（２）行政人口の予測値

・行政区域内人口の予測に伊勢崎市人口ビジョンの将来展望を採用しました。

今回の協議事項：投資・財政計画について
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※平成29年度から令和8年度までの10年間で汚水処理人口普及率を95%以上にするという
国の方針のことです。現在は、下水道未普及対策にかかる交付金については重点化されてい
ますが、令和9年度以降、交付金事業の存続は不明（改築・更新にシフト）な状況です。

（３）令和9年度以降の国庫補助金

・国の「汚水処理施設の10年概成」方針（※）により、令和9年度以降は、現行の未普及

解消にかかる交付金制度の先行きが不透明な状況となっていますが、投資規模は

現状を維持したものとしています。⇒今回は企業債を発行して試算しています。

（４）使用料収入

・（２）の行政人口の予測から算出した現在水洗便所設置済人口の伸び率に合わせ

算出しています。また、現行の投資・財政計画に沿い、令和１０年度に１５％、

令和１４年度に１５％の段階的な使用料の改定を見込んで試算しています。

19



（５）資本費平準化債

・下水道の資本整備に係る世代間負担の公平を図るため、継続して資本費平準化債

（発行可能額の70％程度）を発行しています。

（６）一般会計繰入金

・一般会計繰入金は、市の一般会計から繰り入れられる資金です。

基準内繰入金と基準外繰入金があります。

〇基準内繰入金

・基準内繰入金については、国の通知「地方公営企業繰出金について」により、雨水処
理に要する経費や 不明水に要する経費等の、繰出し基準に基づいて算定した金額を、

一般会計が繰出（企業会計から見れば繰入）しています。

⇒この基本的な繰出し基準に基づいた繰出しを行ったときは、「その一部について地
方交付税等について考慮する」と明記されています。
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〇基準外繰入金

・基準外繰入金については、下水道事業経営に伴う収入をもって充てることが

できない 汚水資本費 （元金償還金を含む）及び汚水維持管理費に対して

行っています。

・事業収入では賄いきれない赤字部分や資金不足分に対しての繰入金の部分となり

交付税措置もなく、下水道を使用していない方の税金も原資に含まれることから、

独立採算を原則とした事業の運営としては、基準外繰入金を減少させることが

事業の健全な運営に繋がることになります。

現行の計画では、段階的な使用料の改定にあわせ、基準外繰入金を計画期間内で

減少させる計画となっていたいるため、今後の試算において同様に段階的な減少を

見込んだ試算をしています。
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（７）各種経費

各種経費の設定では、以下の点を考慮しています。

・内閣府「中長期の経済財政に関する試算（過去投影ケース）」

（令和７年８月7日経済諮問会議資料）に基づき、

・収益的支出における光熱水費・通信運搬費・修繕費・工事請負費・動力費、

材料費、委託料については、消費者物価上昇率を反映。

・人件費は現行人員体制を前提とし、賃金上昇率を反映。

・企業債の借入時の元金償還利率については、名目長期金利を反映させています。

・他は経済変動による上昇は基本的に見込まず、これまでの実績を踏まえた試算

としています。
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シミュレーション結果（収益的収支）

見
直
し
案

現
計
画
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シミュレーション結果（資本的収支）

見
直
し
案

現
計
画
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シミュレーション結果（資金収支）

見
直
し
案

現
計
画
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シミュレーション結果（繰入金）

見
直
し
案

現
計
画
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財政計画（見直し案） 公共下水道事業

使用料 基準外 基準内 運転資金

シミュレーション結果（公共下水道事業）

改定15％ 改定15％ 改定15％
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現計画との比較（公共下水道事業）
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■使用料単価150円/㎥の必要性について

・国の通知「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留
意事項」の中で令和７年度以降、供用開始30年以上経過しているにも関わらず、

①使用料単価（※1）が150円/㎥未満 であり、かつ

②経費回収率（※2）が80％未満 であり、かつ

③15年以上使用料改定を行っていない 場合、

令和７年度以降社会資本整備総合交付金の重点配分の対象とされないとされており
ました。このため、現行の経営戦略では、期間最終年度である令和１４年度に使用料
単価が150円/㎥となるよう、令和６年度、１０年度、１４年度の段階的な使用料改定
を計画に織り込み、令和６年度使用料改定を実施しました。

このため、社会資本整備総合交付金の交付対象内となっていますが、引き続き、使用
料単価150円/㎥ を目指すべく、現行の段階的な使用料の改定が必要と思われます。
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■運転資金について

・事業運営に必要な運転資金については、事業の種類やその事業の成熟
度（新規投資中心かそれとも維持管理中心か、更新需要は小さいか等）
にもよります。

⇒経常経費、工事代金、企業債償還などの支払いを、一時借り入れに頼
らず安定的に行っていくのには、1年間分の料金収入相当が必要で、2倍
あれば安定します。

⇒計画最終年度である令和14年度税抜使用料の推定値約12.8億円に
対し、運転資金は約9.4億円となっています。
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■基準外繰入金について

今回の試算により、１０年間での基準外繰入金の総額は、前回の計画
値から、約４億５千万円の減額となりました。

現行の計画策定時は、動力費等の動向が最高値の時期であったこと
も影響していると思われますが、150円の適正な使用料単価を目指
した段階的な使用料の改定を実施することにより、基準外の繰入金
を減少させる結果となりました。

下水道事業が将来にわたって継続して運営していくためには、現行
の計画どおり、引き続き使用料改定を段階的に行い一般会計繰入金
のうち基準外繰入金の依存度を下げ、経営の安定化を図っていく こ
とが必要と考えます。
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財政計画（見直し案） 農業集落排水事業

使用料 基準外 基準内 運転資金

シミュレーション結果（農業集落排水事業）

改定15％ 改定15％ 改定15％
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現計画との比較（農業集落排水事業）
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財政計画（見直し案） 特定地域生活排水処理事業

使用料 基準外 基準内 運転資金

シミュレーション結果（特定地域生活排水処理事業）

改定15％ 改定15％ 改定15％
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現計画との比較（特定地域生活排水処理事業）
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■用語説明について

※1：使用料単価は、有収水量（使用料金をいただいている排水量）1㎥あたり

の使用料収入であり、使用料の水準を示します。使用料の設定は、団体毎に、地域の実
情に応じた体系を採用しています。

計算式：使用料単価＝下水道使用料÷年間有収水量

⇒全国平均（令和5年度）は、136.4円/㎥、伊勢崎市は、103.7円/㎥。

使用料改定後の伊勢崎市の令和6年度は116.4円/㎥。

※2：経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを
表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能です。

計算式：下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×100

⇒全国平均（令和5年度）は、97.9％、伊勢崎市は69.1％。

使用料改定後の伊勢崎市の令和6年度は77.6％

注）全国平均は、公共下水道事業における全国の平均値。
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37

県内の使用料単価と経費回収率の状況（令和５年度）



38

県内の汚水処理人口普及率の状況（令和６年度）



次回（第４回検討委員会）４月２８日（火）の予定に
ついて

〇引き続き投資・財政計画の検討を進めます。

〇検討委員会で検討いただいた 投資・財政計画
の方向性を基に経営戦略改定（案）の策定を
進めます。


